令和7年11月10日No.7


自治区長　各位
循環型社会推進課　金原　昭仁

リチウムイオン電池などの電池類の事故対策の回覧について（依頼）

日頃は、豊田市の清掃行政に格別の御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、近年、廃棄物処理施設や収集運搬車両等において、リチウムイオン電池及びリチウムイオン電池使用製品（以下「リチウムイオン電池等」という。）に起因する火災事故等が頻繁に発生しており、国においてはリチウムイオン電池等による使用時・廃棄時の火災事故を防ぐため、令和7年９月から12月を「リチウムイオン電池による火災防止強化キャンペーン」、同年11月を「リチウムイオン電池による火災防止月間」とし、周知啓発の一層の強化を図ることとしています。
本市においても、令和5年2月に渡刈クリーンセンターにおいてリチウムイオン電池等が原因と思われる火災が発生し、ごみ非常事態宣言の発令に伴い、同年6月からリチウムイオン電池等を「有害ごみ」に分別区分を変更し、事故防止対策を講じてきましたが、その後も発火事例が発生していることから、リチウムイオン電池等及び電池について市民の皆様に事故防止対策のお願いをすることといたしました。
つきましては、区民への周知について回覧の御協力をお願いします。




【問合せ先】〒470-1202　豊田市渡刈町大明神３９番地３
豊田市環境部 循環型社会推進課　
担当：寺下、兼子
電話：７１－３００１

